
給与規程新旧対照表 

旧 新 備考 

（給与の種類及び体系） 

第4条 給与体系は次のとおりとする。 

… 

・24/7English  

給与 基本給 能力給 

手当 所定内手当 役職手当 

調整手当 

達成手当 

カウンセリング成約手

当 

所定外手当 家族手当 

通勤手当 

定額残業手当 

時間外勤務手当 

休日勤務手当 

深夜勤務手当 

超過勤務手当 
 

（給与の種類及び体系） 

第4条 給与体系は次のとおりとする。 

… 

・24/7English  

給与 基本給 能力給 

手当 所定内手当 役職手当 

調整手当 

達成手当 

所定外手当 家族手当 

通勤手当 

定額残業手当 

時間外勤務手当 

休日勤務手当 

深夜勤務手当 

超過勤務手当 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（日割単価の計算） 

第10条 時間外勤務手当等を算出する場合、遅刻・早退等により控除

を行う場合の時間単価の計算は次の算式による。 

(1)時間外勤務手当等を算出する場合  

… 

③「達成手当＋カウンセリング成約手当」の時間単価＝（達成

手当＋カウンセリング成約手当）÷その月の総労働時間 

（日割単価の計算） 

第10条 時間外勤務手当等を算出する場合、遅刻・早退等により控

除を行う場合の時間単価の計算は次の算式による。 

(1)時間外勤務手当等を算出する場合  

… 

③達成手当の時間単価＝達成手当÷その月の総労働時間 

 

 

 

 

 

削除 



旧 新 備考 

（達成手当） 

第23条 達成手当はセッションを実施回数、延長回数、物販売上金

額、営業利益に応じて支給する。 

… 

・24/7English 

セッション時間 単価 

90 分 500 円 

135 分 750 円 

180 分 1,000 円 
 

（達成手当） 

第23条 達成手当はセッションを実施回数、延長回数、物販売上

金額、営業利益に応じて支給する。 

… 

・24/7English 

セッション時間 単価 

75 分 1,575 円 

90 分 1,890 円 
 

 

 

 

 

 

 

変更 

（カウンセリング成約手当） 

第24条 カウンセリング成約手当は、カウンセリング成約回数に応じ

て支給する。 

1. カウンセリング成約手当は、カウンセリング成約回数×カウン

セリング成約単価で計算する。 

2. カウンセリング成約手当は、管理職および研修生には支給され

ない。 

【カウンセリング成約単価（24/7English）】 

 

セッション時

間 

単価 

2 ヵ月 3 ヵ月 4 ヵ月 

90 分 500 円 1,000 円 2,000 円 

135 分 750 円 1,500 円 3,000 円 

180 分 1,000 円 2,000 円 4,000 円 
 

（削除） 削除 

 

改定・実施日：2018 年 7 月 1 日 



有期契約社員就業規則新旧対照表 

旧 新 備考 

（達成手当） 

第71条 達成手当は、セッション実施回数、物販売上金額に応じて

支給する。 

… 

・24/7English 

セッション時間 単価 

90 分 500 円 

135 分 750 円 

180 分 1,000 円 
 

（達成手当） 

第71条 達成手当は、セッション実施回数、物販売上金額に応じ

て支給する。 

… 

・24/7English 

セッション時間 単価 

75 分 1,575 円 

90 分 1,890 円 

※平成 30 年 6 月 30 日以前入社の既存社員及び募集時の条件（時

給、達成手当、カウンセリング成約手当）にて入社した社員に

ついては、その条件をそのまま適用とするか、上記の額を適用

するかを選択できるものとする。 

 

【従前】 

セッション時間 単価 

90 分 500 円 

135 分 750 円 

180 分 1,000 円 
 

 

 

 

 

 

変更 

 

 

 

追加 



旧 新 備考 

（カウンセリング成約手当） 

第72条 カウンセリング成約手当は、カウンセリング成約回数に

応じて支給する。 

2. カウンセリング成約手当は、カウンセリング成約回数×

カウンセリング成約単価で計算する。 

【カウンセリング成約単価】 

・24/7English 

セッション時

間 

単価 

2 ヵ月 3 ヵ月 4 ヵ月 

90 分 500 円 1,000 円 2,000 円 

135 分 750 円 1,500 円 3,000 円 

180 分 1,000 円 2,000 円 4,000 円 
 

（カウンセリング成約手当） 

第72条 カウンセリング成約手当は 0円とする。 

2. 前項にかかわらず、24/7English において、平成 30

年 6月 30日以前入社の既存社員及び募集時の条件（時給、

達成手当、カウンセリング成約手当）にて入社した社員

については、その条件をそのまま適用とするか、前項の

額を適用するかを選択できるものとする。 

 

【24/7English の従前】 

セッション時

間 

単価 

2 ヵ月 3 ヵ月 4 ヵ月 

90 分 500 円 1,000 円 2,000 円 

135 分 750 円 1,500 円 3,000 円 

180 分 1,000 円 2,000 円 4,000 円 
 

 

変更 

追加 

改定・実施日：2018 年 7 月 1 日 

 


